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告 示■

◎群馬県告示第２６２号

個人の県民税に係る控除対象寄附金等の指定の告示（平成２０年群馬県告示第４７９号）の一部を次のように改

正する。

令和４年１２月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１の項の表条例第３７条の３第１項第７号に掲げる寄附金の部前橋市の項中

「
公益財団法人老年病研究所に対する寄附金 を

」

「
公益財団法人老年病研究所に対する寄附金

に改め、同部高崎市の項中
公益財団法人桑の弓育英会に対する寄附金

」

「
公益財団法人翠巒育英会に対する寄附金

公益財団法人青雲塾に対する寄附金 を

公益財団法人高崎財団に対する寄附金
」

「
公益財団法人翠巒育英会に対する寄附金

に改め、同部桐生市の項中
公益財団法人高崎財団に対する寄附金

」

「
公益社団法人桐生市シルバー人材センターに対する寄附金

公益社団法人桐生青年会議所に対する寄附金 を

公益財団法人桐生法人会に対する寄附金
」

「
公益社団法人桐生市シルバー人材センターに対する寄附金

に改め、同表条例第３７条の３第１項第９号
公益財団法人桐生法人会に対する寄附金

」

に掲げる寄附金の部高崎市の項中

「
社会福祉法人若葉福祉会に対する寄附金 を

」

「
社会福祉法人若葉福祉会に対する寄附金

に改め、同部館林市の項中
社会福祉法人さくら会に対する寄附金

」

「
社会福祉法人館林市社会福祉協議会に対する寄附金
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社会福祉法人館林つつじ会に対する寄附金 を

社会福祉法人館林双葉会に対する寄附金
」

「
社会福祉法人館林市社会福祉協議会に対する寄附金

に改め、同部安中市の項中
社会福祉法人館林双葉会に対する寄附金

」

「
社会福祉法人和光会に対する寄附金 を

」

「
社会福祉法人和光会に対する寄附金

に改める。
社会福祉法人簗瀬福祉会に対する寄附金

」

２の項の表前橋市の項中「平成２９年５月１６日から令和４年５月１５日まで」を「令和４年５月１６日から令

和９年５月１５日まで」に、「認定特定非営利活動法人ひこばえ」を「特定非営利活動法人ひこばえ」に、「平成

２９年３月１６日から令和４年３月１５日まで」を「令和４年３月１６日から令和９年３月１５日まで」に改め、

同表高崎市の項中「平成２９年８月１７日から令和４年８月１６日まで」を「令和４年８月１７日から令和９年８

月１６日まで」に、「平成２９年２月１６日から令和４年２月１５日まで」を「令和４年２月１６日から令和９年

２月１５日まで」に、「平成２９年１２月１日から令和４年１１月３０日まで」を「令和４年１２月１日から令和

９年１１月３０日まで」に改め、同表太田市の項の次に次のように加える。

渋川市 特定非営利活動法人いこい 令和４年１１月１６日から令和９年１１月１５日まで

◎群馬県告示第２６３号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和３年群馬県告示第１２７号によ

り指定した特定有害物質によって汚染されている区域について、当該指定を次のとおり解除する。

令和４年１２月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除する区域 藤岡市藤岡９４２番１の一部

２ 指定に係る特定有害物質の種類 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の

基準に適合していない特定有害物質の名称 ふっ素及びその化合物

３ 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

渋川都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次
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のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和４年１２月１３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 渋川都市計画道路 (1) ３・５・１０号 八幡前坂下線 (2) ３・６・１９号 関

屋橋線 (3) ３・６・２０号 伊香保中之条線

２ 都市計画を定める土地の区域

(1) ３・５・１０号 八幡前坂下線

変更する部分 渋川市渋川地内

(2) ３・６・１９号 関屋橋線

変更する部分 渋川市伊香保町地内

(3) ３・６・２０号 伊香保中之条線

変更する部分 渋川市伊香保町地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県県土整備部渋川土木事務所及び渋川市都市政

策課

４ 縦覧期間 令和４年１２月１３日から同月２７日まで
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